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（仮称）西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事の請 

負契約の一部を変更する契約を締結するについて 

 

 

 

１ 契約の目的  （仮称）西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事 

 

 

２ 元契約金額    ５，０２５，０５５，２００円 

 

 

 

３ 今回の変更金額    ３４４，２７１，４００円 増額 

 

 

４ 変更後の契約金額 ５，３６９，３２６，６００円 

 

 

５ 契約の相手方  東洋・田中健特定建設工事共同企業体 

   （代表者） 

京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４番地 

            東洋建設株式会社 京滋営業所 所長 政安 誠三 

  （構成員） 

宇治市小倉町新田島５番４０ 

            株式会社田中健建設工業 代表取締役 田中 崇一郎 

 

 

６ 工事場所  宇治市伊勢田町遊田７番地の１ 

 

  

令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日 

文教・福祉常任委員会資料 

教育部学校改革推進課 

当初契約額：5,000,600,000円 

第 1回変更額： 24,455,200円 

【R6.10.17増額】 
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７ 変更理由  インフレスライド条項適用、掘削土処分等費用の増額に対応 

するため 

 

【単位：千円】 

内容 令和６年度 
令和７年度 

（債務負担） 
合計 

インフレスライド条項適用 13,267 113,033 126,300 

掘削土処分等 217,972 - 217,972 

合計 231,239 113,033 344,272 

 

 

８ 仮契約年月日  令和７年１月３０日 

 

 

９ 今後のスケジュール（予定） 

 

 ３月下旬頃  議決後 

建築工事の変更契約（本契約を締結） 

        ※機械工事及び電気工事の変更契約を締結 

  ４月以降   文教・福祉常任委員会において、機械工事及び電気工事の 

         変更契約（専決処分）の報告 

  ６月議会   機械工事及び電気工事の変更契約の専決処分の報告 

 

 


